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事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書
( 豆テ弟

・変 更)

カルピー株式会社 綾部工場 工場長 小倉 智

0773   -

消:1該 当する□には レロ〕を記入してください。中tJr業イ以外で11■珍加1されるⅢ来イの方は、レ印の記入は不要です。

2 r埋即イt波Jとは言卜Wj切い1の付1午度を 「H楳1:政Jとは'「Wチ朝‖1の最終li政をいいます。

3志r脊転祥雄世邸全ゎた場卜ぞ恐任附縁栄益冴伊&を撲流砕Rを学曾岳;タチ原需常桃を替器を告盈品株号件盤?3岳格t猪丹J督綸岩坊盆材テは旅客Ⅲittjの剃11する】に 効米ガスを 「その他リトとい区分Jとは、 t
をいいます.

4「 付記4f項Jに は 平成2イFF(19901:渡 )をえ沖としたrlヤ111の対比やエネルギー】(11■C02朝1は11 行エネ理“Ⅲけに究などイじイの出た々 勿't

ガス期!い‖J滅への文献 グ リーンll逆の採川 特 定フロンなどの条例l旨定外のIllイ効〕tガスの“Ⅲ激などを肥入してください.

京都府綾部市とよさか町 12

符疋事業者の

主たる業種
スナック菓子製造業       ~

該当する事業

者要件
7京 都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換

ｒ

　

戸

算して1,500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又

はパス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)

京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模り:出事

業者 (二酸化炭素に換算して3,000トン以上))

計 画 期 膚 平成 18 年  4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針 、 2%の 温室効果ガス排出量の削減を目指す。

推 進 体 制 工場長を長とする省エネルギー委員会を設置し、実施計画の策定、例月の進捗管理システムを穂染する

年度 ことの具

体的な取組及
び措置

年 度 設備 、対象、工程等 計 画 内 容
９

０ ボイラー 2ト ンポイラー4台 の送瓜ファンをインパータ駆動とすることにより035%の 削減を行う

水搬送設備 返送水ホンプをインバータ駆動とすることにより006%の 削波を行う

コンプレッサー 省エネルギータイブのコンブレッサーに買新することで、095%の Hl減を行う

真空ボンプ インパータ駆動改造することにより、664%の 削減を行う

温室効果ガス
の排出基等 排出区分

基準年度 (実績'

( 17 )年 度

〈二酸化炭素張排 〈t))

日棋年度 (計四'
( 19 )年 度

く二酸化炭素撫算 (1))

目」誠文準

(計画)
〈%)

A事 業所等排出区分 7,089 t 6,941 t - 2 0  %

B輸 送車両排出区分 t t %

Cそ の他排出区分 t t %

排出合計 Ⅲェ                 7,089 t 2             6,941 t 20 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

1等 〈二酸化炭系決算 (t

森林の保全及び整備 〈整術前紋) (吸収猛) t

府内産の木材の利用 〈利用畳) In, く削減量) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(売電最) kwh (Hl減畳) t

(熱41tFe旦) GJ (H」滅重) t

グリーン電力の躍入 〈船入量)  J        kwi (湾J波氏) t

削減量等合計 Ⅲ 3 t

差 引排出量

〈排出合計―削減等合計)

基準年度 (実績) 自標年度 (計画) 削減率 (計画)

キ1                  7089 t (12)‐(13)         6941 0  t -2%

行 記 事 壊 1:当工場は1999年の創業開始以来、不要なエネルギー消費を抑えるため、24時間換葉による夜Flll電力の有効和j用、ア

騒者樹]者 富号言掌iな
晨基高動たまうi昼 整鼻唇笹郵昇暫縁繕居霊縫穏呂む盆霧こ聖秘】章蕩芳

景魯畳畳畳:』 魯

エネルギー原単位C02排出量は17年度実績2651であり、 19年 度見込みを2541と しています

運 給 完 担 当 音ト 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ 番 号


